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【 請 求 項 １ 】
　 第 １ の 時 計 を 有 し そ の 座 標 が 既 知 で あ る 第 １ の 基 地 局 と 、
　 第 ２ の 時 計 を 有 し そ の 座 標 が 既 知 で あ る 第 ２ の 基 地 局 と 、
　 端 末 と
を 含 む 無 線 シ ス テ ム で あ っ て 、
　 上 記 第 １ 及 び 第 ２ の 基 地 局 は 上 記 端 末 か ら 送 信 さ れ る 第 １ の 信 号 の 受 信 時 刻 を 各 自 の 時
計 に 基 づ い て 測 定 し 、
　 上 記 第 ２ の 基 地 局 は 上 記 第 １ の 基 地 局 か ら 送 信 さ れ る 第 ２ の 信 号 の 受 信 時 刻 を 上 記 第 ２
の 時 計 に 基 づ い て 測 定 し 、
　 上 記 第 １ 及 び 第 ２ の 基 地 局 の 座 標 、 お よ び 、 上 記 第 ２ の 信 号 の 第 １ の 時 計 に よ る 発 信 時
刻 と 、 上 記 第 ２ の 信 号 の 第 ２ の 時 計 に よ る 受 信 時 刻 と か ら 、 上 記 第 １ の 時 計 と 第 ２ の 時 計
の 時 間 の ず れ を 検 出 し 、
　 上 記 第 １ の 信 号 の 第 １ の 時 計 に よ る 受 信 時 間 、 上 記 第 １ の 信 号 の 上 記 第 ２ の 時 計 に よ る
受 信 時 間 、 お よ び 、 上 記 時 間 の ず れ に 基 づ い て 、 上 記 端 末 の 位 置 を 測 定 す る 無 線 シ ス テ ム
。
【 請 求 項 ２ 】
　 第 ３ の 時 計 を 有 し そ の 座 標 が 既 知 で あ る 第 ３ の 基 地 局 を さ ら に 含 み 、
　 上 記 第 ３ の 基 地 局 は 上 記 端 末 か ら 送 信 さ れ る 第 １ の 信 号 の 受 信 時 刻 を 上 記 第 ３ の 時 計 に
基 づ い て 測 定 し 、
　 上 記 第 １ 及 び 第 ３ の 基 地 局 の 座 標 、 お よ び 、 上 記 第 ２ の 信 号 の 第 １ の 時 計 に よ る 発 信 時
刻 と 、 上 記 第 ２ の 信 号 の 第 ３ の 時 計 に よ る 受 信 時 刻 と か ら 、 上 記 第 １ の 時 計 と 第 ３ の 時 計
の 時 間 の ず れ を 検 出 し 、
　 上 記 第 １ の 信 号 の 第 １ の 時 計 に よ る 受 信 時 間 、 上 記 第 １ の 信 号 の 上 記 第 ２ の 時 計 に よ る
受 信 時 間 、 上 記 第 １ の 信 号 の 上 記 第 ３ の 時 計 に よ る 受 信 時 間 、 お よ び 、 上 記 各 時 計 間 の 時
間 の ず れ に 基 づ い て 、 上 記 端 末 の 位 置 を 測 定 す る 請 求 項 １ 記 載 の 無 線 シ ス テ ム 。



【 請 求 項 ３ 】
　 少 な く と も 上 記 第 １ ～ 第 ３ の 基 地 局 に 対 し て 、 位 置 測 定 に 先 立 ち 、 同 一 の 通 信 チ ャ ネ ル
を 用 い る よ う に 制 御 す る 請 求 項 ２ 記 載 の 無 線 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ４ 】

【 請 求 項 ５ 】

【 請 求 項 ６ 】

【 請 求 項 ７ 】

【 請 求 項 ８ 】

【 請 求 項 ９ 】

【 請 求 項 １ ０ 】
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　 １ の 基 地 局 か ら 無 線 で 複 数 回 に わ た っ て 送 信 さ れ て 他 の 各 基 地 局 で 受 信 さ れ る 信 号 の 上
記 各 基 地 局 に お け る 各 々 の ク ロ ッ ク に よ る 各 受 信 時 刻 と 、 上 記 各 基 地 局 に お け る 各 々 の ク
ロ ッ ク に よ る 端 末 か ら の 信 号 の 各 受 信 時 刻 と を 収 集 し 、
　 上 記 他 の 各 基 地 局 で 受 信 さ れ る 信 号 の 各 受 信 時 刻 と 、 各 基 地 局 の 位 置 と か ら 上 記 各 基 地
局 に お け る 各 々 の ク ロ ッ ク の 各 時 間 変 化 相 互 間 の 関 係 を 推 定 し 、
　 上 記 端 末 か ら の 信 号 の 各 受 信 時 刻 に 含 ま れ る ク ロ ッ ク 誤 差 を 、 推 定 さ れ た 上 記 各 々 の ク
ロ ッ ク の 各 時 間 変 化 相 互 間 の 関 係 に 基 づ い て 補 正 し 、
　 補 正 さ れ た 上 記 端 末 か ら の 信 号 の 各 受 信 時 刻 と 、 上 記 他 の 各 基 地 局 の 位 置 と か ら 上 記 端
末 の 位 置 を 検 出 す る こ と を 特 徴 と す る サ ー バ ー 。

　 各 基 地 局 の 送 受 信 処 理 に お け る 遅 延 量 を 蓄 積 し 、 端 末 位 置 の 検 出 に 前 記 遅 延 量 を 用 い る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ４ 記 載 の サ ー バ ー 。

　 端 末 か ら の 無 線 信 号 を 仲 介 し た 基 地 局 の 位 置 に 基 づ い て 、 該 端 末 の 位 置 検 出 に 使 用 す る
基 地 局 お よ び 該 無 線 チ ャ ネ ル を 決 定 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ４ ～ ５ の う ち の い ず れ か
に 記 載 の サ ー バ ー 。

　 端 末 の 位 置 検 出 に 使 用 す る 基 地 局 と そ の 無 線 チ ャ ネ ル と に 基 づ い て 、 位 置 検 出 に 使 用 し
な い 基 地 局 に 対 し 、 該 無 線 チ ャ ネ ル に お け る 送 信 電 力 を 制 御 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項
６ 記 載 の サ ー バ ー 。

　 複 数 の 通 信 チ ャ ネ ル を 介 し て そ れ ぞ れ 端 末 と 通 信 を す る こ と が で き る 複 数 の 基 地 局 と 、
測 位 装 置 と を 含 む 無 線 シ ス テ ム で あ っ て 、
　 上 記 複 数 の 基 地 局 の う ち 、 そ の 座 標 が 既 知 で あ る 第 １ の 基 地 局 と 、 各 自 の ク ロ ッ ク を 有
し そ の 座 標 が 既 知 で あ る 複 数 の 他 の 基 地 局 と に 対 し て 、 共 通 の 通 信 チ ャ ネ ル を 設 定 し 、
　 上 記 複 数 の 他 の 基 地 局 は 上 記 端 末 か ら 送 信 さ れ る 第 １ の 信 号 の 受 信 時 刻 を 上 記 各 自 の ク
ロ ッ ク に 基 づ い て 測 定 し 、 上 記 第 １ の 基 地 局 か ら 送 信 さ れ る 第 ２ 及 び 第 ３ の 信 号 の 受 信 時
刻 を 上 記 各 自 の ク ロ ッ ク に 基 づ い て 測 定 す る 測 定 部 を 有 し 、
　 上 記 測 位 装 置 は 、 上 記 複 数 の 基 地 局 の 各 々 の 位 置 と 、 上 記 第 ２ お よ び 第 ３ の 信 号 の 上 記
各 受 信 時 刻 と か ら 、 上 記 複 数 の 基 地 局 の 上 記 各 自 の ク ロ ッ ク の 各 時 間 変 化 相 互 間 の 関 係 を
推 定 し 、
　 上 記 第 １ の 信 号 の 各 受 信 時 刻 に 含 ま れ る ク ロ ッ ク 誤 差 を 、 推 定 さ れ た 上 記 各 自 の ク ロ ッ
ク の 各 時 間 変 化 相 互 間 の 関 係 に 基 づ い て 補 正 し 、
　 補 正 さ れ た 上 記 第 １ の 信 号 の 各 受 信 時 刻 と 、 上 記 複 数 の 他 の 基 地 局 の 座 標 と を 用 い て 、
上 記 端 末 の 位 置 を 測 定 す る 無 線 シ ス テ ム 。

　 上 記 共 通 の 通 信 チ ャ ネ ル を 設 定 し た 以 外 の 基 地 局 で 、 同 一 の 通 信 チ ャ ネ ル を 使 用 し て い
る 基 地 局 に 対 し て 、 送 信 電 力 制 御 を 行 う 請 求 項 ８ 記 載 の 無 線 シ ス テ ム 。

　 複 数 の 通 信 チ ャ ネ ル を 介 し て そ れ ぞ れ 端 末 と 通 信 を す る こ と が で き る 複 数 の 基 地 局 と 、
測 位 装 置 と を 含 む 無 線 シ ス テ ム に 用 い る サ ー バ ー で あ っ て 、
　 該 サ ー バ ー は 、 上 記 複 数 の 基 地 局 の う ち の 少 な く と も 一 部 の 基 地 局 に 対 し て 、 共 通 の 通
信 チ ャ ネ ル を 設 定 し 、
　 上 記 少 な く と も 一 部 の 基 地 局 は 、 そ の 座 標 が 既 知 で あ る 第 １ の 基 地 局 と 、 各 自 の ク ロ ッ
ク を 有 し そ の 座 標 が 既 知 で あ る 複 数 の 他 の 基 地 局 と を 含 み 、
　 該 サ ー バ ー は 、 該 複 数 の 他 の 基 地 局 が 上 記 端 末 か ら 送 信 さ れ る 第 １ の 信 号 の 受 信 時 刻 お



【 請 求 項 １ １ 】
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よ び 上 記 第 １ の 基 地 局 か ら 送 信 さ れ る 第 ２ 及 び 第 ３ の 信 号 の 受 信 時 刻 を 各 自 の ク ロ ッ ク に
基 づ い て 測 定 し た 測 定 結 果 を 収 集 し 、
　 各 基 地 局 の 位 置 と 、 上 記 第 ２ お よ び 第 ３ の 信 号 の 各 受 信 時 刻 と か ら 、 上 記 複 数 の 基 地 局
の 上 記 各 自 の ク ロ ッ ク の 各 時 間 変 化 相 互 間 の 関 係 を 推 定 し 、
　 上 記 第 1の 信 号 の 各 受 信 時 刻 に 含 ま れ る ク ロ ッ ク 誤 差 を 、 推 定 さ れ た 上 記 各 自 の ク ロ ッ
ク の 各 時 間 変 化 相 互 間 の 関 係 に 基 づ い て 補 正 し 、
　 補 正 さ れ た 上 記 第 1の 信 号 の 各 受 信 時 刻 と 上 記 複 数 の 他 の 基 地 局 の 座 標 と を 用 い て 、 上
記 端 末 の 位 置 を 測 定 す る サ ー バ ー 。

　 １ の 基 地 局 か ら 複 数 回 に わ た っ て 送 信 さ れ る 信 号 の 受 信 時 間 を 複 数 あ る 他 の 基 地 局 が 各
々 の ク ロ ッ ク に よ り 測 定 し 、
　 上 記 複 数 あ る 他 の 基 地 局 が 各 々 の ク ロ ッ ク に よ り 端 末 か ら の 信 号 の 受 信 時 間 を 測 定 し 、
　 上 記 基 地 局 信 号 の 各 受 信 時 間 と 、 各 基 地 局 の 位 置 と か ら 上 記 複 数 あ る 他 の 基 地 局 の 各 々
の ク ロ ッ ク の 各 時 間 変 化 相 互 間 の 関 係 を 推 定 し 、
　 上 記 端 末 か ら の 信 号 の 各 受 信 時 間 に 含 ま れ る ク ロ ッ ク 誤 差 を 、 推 定 さ れ た 上 記 各 々 の ク
ロ ッ ク の 各 時 間 変 化 相 互 間 の 関 係 に 基 づ い て 補 正 し 、
　 補 正 さ れ た 上 記 端 末 か ら の 信 号 の 各 受 信 時 間 と 、 上 記 複 数 あ る 他 の 基 地 局 の 位 置 と か ら
上 記 端 末 の 位 置 を 検 出 す る こ と を 特 徴 と す る 位 置 検 出 方 法 。
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